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棚
ぺ
・
出
制
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国
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W
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金
（
皆
さ
ん
の
恩
給
制
度
）
霊
は

国
民
年
金
制
度
に
加
人
す
る
人
が
毎
月
一
定
の
保
険
料
を
納
め
て
p
そ
の

納
め
た
年
数
に
応
じ
’
1
生
涯
年
金
を
受
け
ら
れ
る
制
度
で
、
そ
の
資
格

の

届
出
は
町
役
場
民
生
課
で
行
い
ま
す
。

被
保
険
者
の
責
格
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こ
の
制
度
は
加
入
す
る
方
々
の
そ
れ
∠
V
の
条
件
に
よ
つ
て
’
次
の
二
つ
に
わ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

△

必
才
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
（
強
制
加
入
適
用
者
）

　
　
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
で
満
二
十
才
以
上
五
十
才
未
満
の
日
本
国
民
は
強
制
加
入
に
な
つ
て

お

り
ま
す
の
で
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
恩
給
や
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
な
ど
で
保
証
さ
れ
て
い
る
人
は
加
入
出
来
ま
せ
ん
。

△

希
望
に

よ
つ
て
加
入
で
き
る
人
（
任
意
加
入
者
）

強
制
加
入
か
ら
除
か
れ
た
人
で
次
の
よ
う
な
人
は
希
望
に
ょ
り
加
入
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

1
、
公
的
年
金
（
恩
給
や
’
厚
生
年
金
や
、
共
済
組
合
年
金
な
ざ
）
で
保
証
さ
れ
て
い
る
人
の
配
偶
者
、

　

2
、
遺
族
年
金
な
ざ
を
受
け
て
い
る
人
で
’
明
治
三
十
九
年
四
月
一
日
以
降
（
満
五
十
五
才
未
満
）
に
生
れ
た
方
。

　

3
、
昼
間
の
高
等
学
校
、
大
学
に
在
学
中
の
学
生
．
生
徒
（
夜
聞
及
通
信
教
育
の
学
生
、
生
徒
は
除
か
れ
ま
す
）

　

4
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
現
在
で
、
満
五
十
才
を
こ
え
五
十
五
才
を
こ
え
な
い
人
o

保

険

料

保
険
料
の
免
除
一

満

二
十
才
か

ら
三
十
四
才
ま
で
の
人

満
三
十
五
才
以
上
の
人

月月

法
定
免
除
と
申
請
に
ょ
る
二
つ
が
あ
り
ま
す
。

△

法

定
免
除
（
法
律
上
当
然
に
免
讐
な
ろ
場
合
）

1O
O
円

一
五
〇
円

　
　
1
、
障
害
年
金
叉
は
母
子
福
祉
年
金
を
受
け
ら
れ
る
人
。

　

2
’
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
叉
は
ら
い
予
防
法
に
よ
る
生
活
扶
助
に
相
当
す
る
援
助
を
受
け
る
人
。

　

3
、
国
立
の
ら
い
療
養
所
そ
の
他
の
施
設
で
厚
生
省
で
定
め
た
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
人
。

　　申
請
免
除
（
本
人
が
県
知
事
に
申
請
を
し
こ
れ
を
知
事
が
承
認
し
た
場
合

△　
1
、
被
保
険
者
又
は
そ
の
世
帯
の
世
帯
員
が
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
以
外
の
扶
助
を
受
け
て
い
る
人
。

　

2
、
身
体
障
害
者
叉
は
寡
婦
で
あ
つ
て
年
間
所
得
が
十
三
万
円
以
下
の
人
．
、

　

3
、
そ
の
他
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人
c
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満
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